
公 告 

 
 次のとおり一般競争入札に付するので公告する。 
  令和８年４月１０日 
                                                    

                                                      大分県知事 佐藤 樹一郎  
 

        
１ 競争入札に付する事項 
 (1) 委託業務名 
   令和８年度大分県自動車税自主納付促進事業委託 

 (2) 業務期間 
   令和８年６月２９日から令和８年７月３１日まで 
 (3) 委託業務の内容  
    委託業務仕様書による 
 (4) 予定価格 
   2,916,819円（消費税及び地方消費税額を含む） 

  (5) 履行場所 
   電話による納付案内業務  

  大分県大分市大手町３丁目１番１号  大分県庁舎本館５１会議室 
２ 大分県共同利用型電子入札システムの利用 
  本案件は、大分県共同利用型電子入札システム（以下、「共同利用型電子入札システム」とい 
 う。）で行うものとする。ただし、入札参加資格を有しているもののＩＣカードを有しておらず、

 共同利用型電子入札システムにログイン出来ない場合は、必要な手続きを行うことで、紙による入
 札参加を認めるものとする。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県共同利
 用型電子入札システム運用基準による。   
３ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 
 (1) 大分県が発注する物品の製造等の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加するために必要な

資格を取得している者であること｡ 

  (2) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会によりプライバシーマークの付与認定を受けている者
であること。 

(3) 競争入札参加資格確認申請書を令和８年４月２０日（月）午後３時００分までに大分県総務部
税務課企画管理班に提出した者であること。なお、期日以降に提出を希望する場合は、その後
も随時に受け付けるが、入札に間に合わない場合がある。 

  (4) 過去２年間において、公課租税の電話による案内業務請負の実績を有する者であること。 

  (5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行った者又は申立
てをなされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受けていること。 

  (6) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行った者又は申立
てをなされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受けていること。 

 (7) 競争入札に参加しようとする個人又は法人の役員等（役員として登記又は届出されていないが
実質上経営に関与している者を含む。）が、大分県暴力団排除条例第7条に定める暴力団関係者

にあたらないこと。 
４ 入札説明書及び委託業務仕様書の閲覧場所及び期間 
 (1) 場所 

大分県総務部税務課企画管理班 
   〒870－8501 大分市大手町３丁目１番１号  電話 097-506-2382 
 (2) 期間  

   令和８年４月１０日（金）から令和８年４月２７日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日等の
休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 



５ 契約条項を示す場所及び期間 

 (1) 場所 
   大分県ホームページ及び共同利用型電子入札システム上 
 (2) 日時 
   令和８年４月１０日（金）から令和８年４月２７日（月）まで 
６ 共同利用型電子入札システム及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 
 (1) 使用言語 日 本 語 

 (2) 通  貨 日本国通貨 
７ 共同利用型電子入札システムの入力期間 
 (1) 入札参加申請期間 令和８年４月１０日（金）から令和８年４月２０日（月） 
  午後３時００分 
 (2) 入札書提出期間 令和８年４月２１日（火）から令和８年４月２７日（月）午後５時００分 
８ 共同利用型電子入札システムによる開札の日時及び場所 

 (1) 日時 
令和８年４月２８日（火）午前９時００分 

 (2) 場所 
   ４に同じ  
９ 再度入札 
  開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の８第４項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再度入札は、開
札日当日に行うので対応できるようにすること。 

10 入札保証金に関する事項 
  見積金額の１００分の５以上の入札保証金を納付すること。ただし、落札者が契約を締結しない

こととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 
11 契約保証金に関する事項 

  大分県契約事務規則（昭和３９年大分県規則第２２号）第５条第３項第９号の規定により免除す
る。 

12 無効入札に関する事項 
  大分県契約事務規則第２７条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札無効とす

る。なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。 
13 落札者の決定方法 

 (1) 有効な入札で、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 
 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、共同利用型電子入札シス

テムにおいて電子くじにより落札者を決定する。 
14 契約に関する事務を担当する部局の名称 
  大分県総務部税務課企画管理班 
15 その他 

  その他の詳細は、入札説明書による。 


